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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導体材料のチャンバーと、
　高周波電源から給電された高周波電磁界をチャンバー内に発生させる発生手段と、
　前記チャンバーの対向する両側面間に配置された少なくとも２本の導体線と、
　を有し、
　前記少なくとも２本の導体線は、前記チャンバーの前記両側面のうちの一つの側面を形
成する一つのチャンバー壁から間隔をあけて且つ前記一つのチャンバー壁と平行になるよ
うに配置された少なくとも１本の導体線と、前記チャンバーの前記両側面のうちの他の側
面を形成する他のチャンバー壁から間隔をあけて且つ前記他のチャンバー壁と平行になる
ように配置された少なくとも１本の導体線と、を含み、１つの対称型の二線式の線路を形
成し、その１端において前記高周波電源から前記発生手段によって逆相に給電され、他端
において終端インピーダンスを介してチャンバー壁に電気的に接続される、
　電気装置のＥＭＣ試験装置。
【請求項２】
　前記終端インピーダンスが、チャンバー壁と導体線との間に形成される特性インピーダ
ンスに対応するよう寸法調整されること
　を特徴とする請求項１による電気装置のＥＭＣ試験装置。
【請求項３】
　前記チャンバーの両側面のそれぞれにおいて、前記導体線は複数個並べて配置されるこ
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とを特徴とする請求項１または２による電気装置のＥＭＣ試験装置。
【請求項４】
　導体線の相互間隔ならびに／または終端インピーダンスが、所定電界強度分布を与える
よう、寸法を個別に調整されること
　を特徴とする請求項１、２または３による電気装置のＥＭＣ試験装置。
【請求項５】
　高周波吸収体がチャンバーの少なくとも１面の側壁の内側に取り付けられたこと
　を特徴とする請求項１、２、３または４による電気装置のＥＭＣ試験装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、導体材料のチャンバーと高周波電源から給電されるチャンバー内に高周波電磁
界を発生させる手段とを設けた電気装置の電磁適合性試験（ＥＭＣ）のための装置に向け
られ、且つそれから発展したものである。
【０００２】
【従来技術】
ＥＭＣ（エレクトロマグネティック・コンパチビリティ，電磁適合性）またはＥＭＩ（エ
レクトロマグネティック・インタフィアレンス，電磁界干渉、電磁妨害雑音）測定に対す
るこの種の装置は既知である。既知の装置中では、チャンバー中の電磁界はもっぱら非対
称的励磁システムにより発生される。そのシステムでは金属性のチャンバーが１つの同軸
線路システムの外側導体を形成し、チャンバー中に絶縁して保持される金属板が同軸線路
の内側導体を形成し、その同軸線路には高周波波電源から非対称的に給電がなされる。（
例えばDE 39 31 449, DE 31 30 487, DE 39 25 247, DE37 31 165, DE 43 00 778, EP 0 
517 992; ブンデルリッヒ，ベルネル （Wunderlich, Werner）の比較的大形の無線伝送装
置の妨害耐性測定、ＲＦＺ技術報告、２８巻、１号、１９８４年、２２０ページ以下；エ
ム．エル．クロウフォード（M. L. Crawford），ジェイ．エル．ワークマン（J. L. Work
man），シー．エル．トーマス（C. L. Thomas）の「吸収体装荷大形ＴＥＭセルを用いた
電磁感受率測定用電界の発生」、IEEE トランズアクションズ・オン・インストルメンテ
イション・アンド・メジュアメント（ＩＥＥＥ計装測定紀要）の１９７７年９月、３号、
２２５ページ以降等参照）。
【０００３】
これによって、ＥＭＣ基準によって要求されるチャンバー内での均一な電界強度分布（基
準ではテストチャンバー内の電界強度分布の変動が６ｄＢ以下であることを要求している
）を得るために、被試験物が置かれている内側導体板はできる限りチャンバー中央部に配
置されなければならない。しかし、その結果、チャンバー内の空間の半分だけが被試験物
の受け入れに利用できるに過ぎない。その上、基準に適合するＥＭＣ試験装置は、同軸給
電ケーブルから電界を発生するための内側導体線と外側導体線からなるシステムへの遷移
部としてのピラミッド形のチャンバー形状を必要とする。したがって非常にかさばったも
のとなる。
【０００４】
　これまでに、内側導体を四角いチャンバーの底面壁にできるだけ近く配置することが試
みられてきた（例えば英国サーモ・ボルテック（Thermo Voltek）社のＧストリップセル
形コムテスト）。それによれば、被試験物受け入れのための利用可能空間は、実際、拡大
されたが、この既知のセルはチャンバー内の均一電界分布に対する厳密な基準には適合し
ていない。
　したがって本発明の１つの目的は、ＥＭＣ試験装置を創出することである。この目的と
は、与えられた最小の空間的な要求で可能な最大の利用可能試験用空間を提供し、しかも
厳密な基準によって要求されるチャンバー内に均一電界強度分布を確保することである。
前記の目的は、導体材料のチャンバーと、高周波電源から給電された高周波電磁界をチャ
ンバー内に発生させる発生手段と、を設けた電気試験装置から出発し、チャンバーの対向
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する両側面間に、配置された少なくとも２本の導体線を特徴とし、前記少なくとも２本の
導体線は、チャンバーの前記両側面のうちの一つの側面を形成する一つのチャンバー壁か
ら間隔をあけて且つ一つのチャンバー壁と平行になるように配置された少なくとも１本の
導体線と、チャンバーの前記両側面のうちの他の側面を形成する他のチャンバー壁から間
隔をあけて且つ他のチャンバー壁と平行になるように配置された少なくとも１本の導体線
と、を含み、一つの対称型の二線式の線路を形成し、その１端において高周波電源から発
生手段によって逆相に給電され、他端において終端インピーダンスを介してチャンバー壁
に電気的に接続されていることを特徴とする構造により達成される。諸々の効果は各従属
請求項で展開される。
【０００５】
本発明の装置においては、チャンバー内の電磁界は、大地（チャンバー容器）に対して対
称的に給電される二線式の線路（レッヘル線）によって発生され、一方では、その給電線
の導体線はチャンバーの高さによって決まる比較的大きな相互間隔で配置されているが、
しかしそれぞれに隣接するチャンバー壁から比較的小さな距離に保たれている。チャンバ
ーの向い合う壁が近いために、電磁界は二線式の線路の外側に、すなわち、導線とチャン
バー壁の間に形成される。このような、各導線と隣接する金属チャンバー壁との間に形成
される線路システムは、非対称解放形ストリップ線路（マイクロストリップ）と見ること
ができる。このストリップ線路システムについての特性インピーダンスはそれぞれ、寸法
則（導体線のチャンバー壁からの距離、導体線の直径、あるいは、それぞれ導体線の幅、
存在するとすれば、導体線とチャンバー壁間に存在する誘電体の幅、などで決まるもの）
として知られる方法で計算することができる。そして、導体線とチャンバー壁との間の終
端インピーダンスの値もまたこれによって決めることができる。このように大きな空間で
ある結果、給電用として、比較的高いインピーダンスの二線式の線路システムが用いられ
る。
【０００６】
導体線とチャンバー壁との間の空間には電界強度が集中するが、これはＥＭＣ測定には利
用されず、二線式の線路システムの対向して備わる２本の導体線間の空間に存在する電磁
界のみが基準にしたがって要求される試験用の均一分布を伴って利用可能である。１つの
実施例では、チャンバー全体での電磁界の変動は±３ｄＢに抑えられている。それにもか
かわらず、チャンバーのほとんど全内側空間が被試験物受け入れ用に利用可能であり、し
たがって、本発明の装置は最小の外側全体寸法で製作可能となる。
【０００７】
最も簡単な場合には、二線式の線路システムは互いに対向して置かれたただ２本の導体線
だけで形成されるが、本発明での展開にしたがえば、順次隣接配置した複数の導体線を備
え、それぞれをチャンバーの一側端から同相で給電することにより、チャンバー壁全面に
わたって均一な電界分布を確保することも得策であることがわかってきている。これら次
々に配置された個々の導体線は、互いに平行に配置されるのが好ましいが、それは、必ず
しも平行配置のみに限ったものではなく、１つの中心となる給電点から発して、チャンバ
ー壁にわたって扇状に分布させてもよい。
【０００８】
次々に配置された複数の導体線が与えられると、各々は別の一つの終端インピーダンスを
経て大地（チャンバー壁）に終端される。これらの二線式の線路の終端インピーダンスす
べての和は、ストリップ線路システムの特性インピーダンスに対応する。このようにして
、二線式の線路は、もはや、標準的な二線式の線路が自由空間において形成するであろう
比較的高いインピーダンスの特性インピーダンスを持つことがなく、ストリップ線路シス
テムとしてのかなり低い特性インピーダンスを持つことになる。こうして、より有利なこ
とに、入力側から見て低インピーダンス給電についても可能となる。次々に配置された各
導体線の終端インピーダンスの寸法を変えることによって、所望の特別なチャンバー内電
界分布を発生することも可能である。たとえば、こうしてそこでの終端インピーダンスの
対応する寸法を選ぶことにより、チャンバーの各コーナー部での電界分布を最適化するこ
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となどが可能である。同じことが、導体線のグループごとに導体線間の個々の間隔を変え
て設定することによっても可能である。これらのことを順次隣接して配置された個々の導
体線についてそれぞれ別々の終端インピーダンスについて行う代わりに、入力側での給電
の場合のように、同じ長さの線路を通して、終端側での１点でまとめて行い、それにより
共通の終端インピーダンスを経て大地に接続することもできる。
【０００９】
擾乱性の反射を防止するために、特に高周波領域では、適当な高周波吸収体をチャンバー
の内壁に付加的にたとえばその間に二線式の線路の導体線が配置されている両端面壁の上
に、取り付けることもできる。
一般的に、均一な電界分布を得るのに、チャンバーの互いに対面する２つ内壁間に二線式
の線路の導体線を配置するだけで十分ではある。特別な用途の場合には、チャンバーの３
面ないし４面の内面に、すなわちたとえば、第１の二線式の線路システムをチャンバーの
床面と天井面に、第２の二線式の線路システムを互いに対面する側壁にそれぞれ配置する
のがよい場合も有り得る。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明をより詳細に、実施例にもとづいて、模式図を参照しながら説明する。
図１は、透視図によって、ＥＭＣ基準に従ってその電磁的感度を測定すべき電気装置（図
示せず）の受け入れ用空間の側長がたとえば１ないし２メートルである直平行６面体（直
方体）形の本発明のＥＭＣ試験セルの全体図を示すものである。チャンバー１の一側壁に
ははね上げ式のドア２が設けられている。複数の導体線４、具体的に本実施例では４本の
導体線、がチャンバー１の床面に、チャンバー壁３の一つである内側床面から間隔（スペ
ーシング）「ａ」を隔てて、かつ、それに対して平行に配置されている。また、導体線６
が、同様に、チャンバー１の天井面に、内側天井内面のチャンバー壁５から同じ間隔「ａ
」を隔てて、かつそれに対して平行に配置されている。この配置は、図２にも断面図とし
て示してある。導体線４、６は、たとえばチャンバー１の端面隔壁８，９に締め付けられ
た絶縁ブッシング７の間に張られたワイヤーとして設けられている。もし必要ならば、付
加的な絶縁支持台を内側床面のチャンバー壁３、内側天井内面のチャンバー壁５と導体線
４、６の間に配設してもよい。
【００１１】
　図３による模式的回路図が示すように、導体線４と６は、それらの一端が互いに１８０
゜の位相シフトをもって給電線配電を通して給電され、また他端が終端インピーダンス１
１を経て金属製のチャンバー壁（大地Ｍ）にそれぞれ接続されている。給電線配電部１０
は、たとえば同軸ケーブル１２を通して、高周波送信器１３に接続されている。この高周
波送信器１３は、たとえば８０ＭＨｚから数ＧＨｚの間の周波数を持つ電磁界をチャンバ
ー内に発生させることができるものである。同軸ケーブル１２で非対称的に給電された高
周波パワーは、給電線配電部１０中のバランスアンバランス変換器１４（平衡不平衡変換
器）を通過することにより大地Ｍに対して対称化され、分配回路１５を通して各導体線４
に、あるいは同じ長さの分配線を持つ分配回路１６を通して各導体線６に、それぞれ給電
される。
【００１２】
互いに対向して配置された２組の導体線４、６のグループは、電気的にはバランスアンバ
ランス変換器１４から互いに逆相でかつ大地Ｍ（チャンバー１）に対しては対称に給電さ
れるところの対称二線式の線路を形成する。同時に、各導体線４または６のグループのそ
れぞれは、互いに対向する内側床面のチャンバー壁３または内側天井内面のチャンバー壁
５とともに非対称線路システムを形成する。その非対称線路システムの特性インピーダン
スは、実効的には導体線のチャンバー壁からの間隔「ａ」で決まる。終端インピーダンス
１１は、この非対称線路システムの特性インピーダンスに従って寸法調整される。チャン
バーのサイズで決まる比較的大きな相互間距離が得られる結果、二線式の導体線４、６の
特性インピーダンスは、数ｋΩのオーダーと比較的高く、他方非対称線路３、４あるいは
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囲に納まる。
【００１３】
対称給電システムと非対称線路システムとの間のこの機能的相互作用により、二線式の線
路が比較的低いインピーダンスの終端インピーダンス（ストリップ線路の特性インピーダ
ンス）で終端され、それに平行に形成される二線式の線路の比較的高いインピーダンスの
特性インピーダンスについては、その終端での寸法について考慮する必要がなくなる。入
力側では、ストリップ線路の特性インピーダンスに等しい終端インピーダンスは直列的に
働くこととなり、入力インピーダンスも同じく比較的低いインピーダンスに保たれ、した
がって給電するのに有利となる。このような複合的な効果のおかげでチャンバー内に非常
に均一な電界強度分布が得られる。
【００１４】
終端インピーダンス１１は好ましくは、端面隔壁８とチャンバー１の端面との間の空間に
配置され、また給電線配電部１０は好ましくは、端面隔壁９と反対側のチャンバー壁との
間の空間に配置される。
さらに、図式的に示したような被試験物を載せるための補助床１７を導体線グループ４の
上に備えることも好ましい。
特に、高周波領域で生じる擾乱性の反射を避けるため、チャンバー１の壁の内側において
、たとえば図式的に示したように付加的な高周波吸収体１８を端面隔壁８に取り付けるこ
ともできる。同様に、給電側にある端面隔壁９にも、必要とあれば、各側壁に対応する吸
収体を取り付けることもできる。
【００１５】
【発明の効果】
　本発明によれば、与えられた最小の空間内で利用可能な最大の試験用空間を提供でき、
且つ厳しい基準によって要求されるところのチャンバー内に均一電界強度分布を確保する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例のＥＭＣ試験セルの透視図。
【図２】　図１の実施例の断面図。
【図３】　図１の実施例の模式的回路図。
【符号の説明】
１　　　　　チャンバー
２　　　　　ドア
３　　　　　チャンバー壁
４，６　　　導体線
５　　　　　チャンバー壁
７　　　　　絶縁ブッシング
８，９　　　端面隔壁
１０　　　　給電線配電部
１１　　　　終端インピーダンス
１２　　　　同軸ケーブル
１３　　　　高周波送信器
１４　　　　バランスアンバランス変換器
１５，１６　分配回路
１７　　　　補助床
１８　　　　高周波吸収体
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